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        公布された条例のあらまし         

 

◇刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

１ 条例の制定理由 

刑法の一部が改正され、懲役及び禁錮が廃止されるとともに、拘禁刑が創設されることに伴い、関係する条

例について所要の改正を行う。 

２ 条例の概要 

 (１) 鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例及び鳥取県議会個人情報保護条例の規

定中懲役及び禁錮を拘禁刑に改める。 

(２) 施行期日等 

ア 施行期日は、令和７年６月１日とする。 

イ この条例の施行の日前にした行為の処罰については、なお従前の例によることとする等の経過措置を定

める。 

 

◇鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

知事部局の組織改正に伴い、常任委員会の所管について所要の改正を行う。 

２ 条例の概要 

(１) 総務教育常任委員会が所管する政策戦略本部に関する事項を、令和の改新戦略本部に関する事項に改め

る。 

(２) 地域県土警察常任委員会の所管に、男女協働未来創造本部に関する事項を加える。 

(３) 施行期日等 

ア 施行期日は、令和７年４月１日とする。 

イ 所要の経過措置を講ずる。 

 

◇鳥取県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例の一部を改正する

条例 

１ 条例の改正理由 

 本県人口の減少や他の都道府県議会の状況等に鑑み、議員定数を減ずる。 

２ 条例の概要 

(１) 鳥取県議会議員の定数を33人（現行 35人）とし、鳥取市及び米子市の各選挙区において選挙すべき議

員の数をそれぞれ１名減ずる。 

(２) この条例は、次の一般選挙から施行する。 

 

◇鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

 経済社会情勢の変化に対応するため、旅費は旅行に要する実費を弁償するものとし、その種類及び内容を

見直す等所要の改正を行う。 

２ 条例の概要 

(１) 議会の議員に支給する旅費の種目を鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿

泊手当、渡航雑費及び死亡手当（現行 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及

び死亡手当）とする。 

(２) その他の交通費（現行 車賃）の支給の対象となる費用にタクシー、レンタカー、有料道路又は有料駐

車場の利用に係るものを加える。 

(３) 宿泊費（現行 宿泊料）の支給額は、宿泊に係る特別な事情がある場合を除き、地域の実情を勘案して
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議長が定める宿泊費基準額とする。 

(４) 移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用に関する旅費種目として包括宿泊費を新たに設

ける。 

(５) 宿泊手当（現行 日当）の額は、通常要する費用の額を勘案して議長が定める一夜当たりの定額とす

る。 

(６) 旅費の支給額の上限は、旅費の種目ごとにそれぞれの費用又は種目について計算した額と現に支払った

額を比較し、いずれか少ない額を合計した額とする。 

(７) 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、その後においてその者に対し支出

し、又は支払う議員報酬又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができることとする。 

(８) その他所要の改正を行う。 

(９) 施行期日等 

ア 施行期日は、令和７年４月１日とする。 

イ 所要の経過措置を講ずる。 

 

◇鳥取県議会個人情報保護条例の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正等に伴い、所要の改

正を行う。 

２ 条例の概要 

(１) 用語の定義等について定めた規定中引用する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律の条項を改める。 

(２) その他所要の規定の整備を行う。 

(３) 施行期日は、公布の日とする(２)に関する事項を除き、令和７年４月１日とする。 
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条 例

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。 

  令和７年３月26日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第25号 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

（鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１条 鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（平成19年鳥取県条例第47号）の一部

を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

第８条 支給日に期末手当を支給することとされて

いた議員で当該支給日の前日までの間に退職等と

なったものが、次の各号のいずれかに該当する場

合は、当該期末手当の支給を停止する。この場合

において、支給を停止されるべきであった期末手

当で既に支給を受けたものがあるときは、当該者

は、これを速やかに返納しなければならない。 

(１) 退職等となった日から当該支給日の前日ま

での間に、その者の在職期間中の行為に係る刑

事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係

る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められてい

るものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第131

号）第６編に規定する略式手続によるものを除

く。次項において同じ。）をされ、その判決が

確定していない場合 

(２) 退職等となった日から当該支給日の前日ま

での間に、その者の在職期間中の行為に係る刑

事事件に関して、その者が逮捕（当該逮捕に係

る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められてい

るものに限る。）された場合 

２ 前項の規定による期末手当の支給停止は、当該

支給停止に係る刑事事件について、次の各号のい

ずれかに該当するに至った場合は、これを解除す

る。ただし、第３号に該当する場合において、当

該者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現

に逮捕されているときその他支給することが支給

停止の目的に明らかに反すると議長が認めるとき

は、この限りでない。 

(１) 拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

(２)・(３) 略 

３ 第５条第１項の規定にかかわらず、支給日に期

 

第８条 支給日に期末手当を支給することとされて

いた議員で当該支給日の前日までの間に退職等と

なったものが、次の各号のいずれかに該当する場

合は、当該期末手当の支給を停止する。この場合

において、支給を停止されるべきであった期末手

当で既に支給を受けたものがあるときは、当該者

は、これを速やかに返納しなければならない。 

(１) 退職等となった日から当該支給日の前日ま

での間に、その者の在職期間中の行為に係る刑

事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係

る犯罪について禁錮以上の刑が定められている

ものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第131

号）第６編に規定する略式手続によるものを除

く。次項において同じ。）をされ、その判決が

確定していない場合 

(２) 退職等となった日から当該支給日の前日ま

での間に、その者の在職期間中の行為に係る刑

事事件に関して、その者が逮捕（当該逮捕に係

る犯罪について禁錮以上の刑が定められている

ものに限る。）された場合 

２ 前項の規定による期末手当の支給停止は、当該

支給停止に係る刑事事件について、次の各号のい

ずれかに該当するに至った場合は、これを解除す

る。ただし、第３号に該当する場合において、当

該者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現

に逮捕されているときその他支給することが支給

停止の目的に明らかに反すると議長が認めるとき

は、この限りでない。 

(１) 禁錮以上の刑に処せられなかった場合 

(２)・(３) 略 

３ 第５条第１項の規定にかかわらず、支給日に期
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末手当を支給することとされていた議員で当該支

給日の前日までの間に退職等となったものが、次

の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当

該各号に定める期末手当は、支給しない。 

(１) 退職等となった日から当該支給日の前日ま

での間に拘禁刑以上の刑に処せられた場合 当

該支給日に係る期末手当 

(２) 第１項の規定による期末手当の支給停止に

係る刑事事件について拘禁刑以上の刑に処せら

れた場合（前項の規定によりその支給を停止さ

れた期末手当を支給することとされた場合を除

く。） その支給を停止した期末手当（支給を

停止されるべきであった期末手当で既に支給を

受けたものを含む。） 

 

末手当を支給することとされていた議員で当該支

給日の前日までの間に退職等となったものが、次

の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当

該各号に定める期末手当は、支給しない。 

(１) 退職等となった日から当該支給日の前日ま

での間に禁錮以上の刑に処せられた場合 当該

支給日に係る期末手当 

(２) 第１項の規定による期末手当の支給停止に

係る刑事事件について禁錮以上の刑に処せられ

た場合（前項の規定によりその支給を停止され

た期末手当を支給することとされた場合を除

く。） その支給を停止した期末手当（支給を

停止されるべきであった期末手当で既に支給を

受けたものを含む。） 

 

（鳥取県議会個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 鳥取県議会個人情報保護条例（令和４年鳥取県条例第37号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

第55条 職員若しくは職員であった者、第９条第２

項若しくは第15条第５項の委託を受けた業務に従

事している者若しくは従事していた者又は議会に

おいて個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工

情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは

従事していた派遣労働者が、正当な理由がないの

に、個人の秘密に属する事項が記録された第２条

第５項第１号に係る個人情報ファイル（その全部

又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）

を提供したときは、２年以下の拘禁刑又は100万円

以下の罰金に処する。 

 

第56条 前条に規定する者が、その業務に関して知

り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正

な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき

は、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処

する。 

 

第57条 職員がその職権を濫用して、専らその職務

の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する

事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収

集したときは、１年以下の拘禁刑又は50万円以下

の罰金に処する。 

 

第55条 職員若しくは職員であった者、第９条第２

項若しくは第15条第５項の委託を受けた業務に従

事している者若しくは従事していた者又は議会に

おいて個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工

情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは

従事していた派遣労働者が、正当な理由がないの

に、個人の秘密に属する事項が記録された第２条

第５項第１号に係る個人情報ファイル（その全部

又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）

を提供したときは、２年以下の懲役又は100万円以

下の罰金に処する。 

 

第56条 前条に規定する者が、その業務に関して知

り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正

な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき

は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す

る。 

 

第57条 職員がその職権を濫用して、専らその職務

の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する

事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収

集したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の

罰金に処する。 

 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

（鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号）及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法

律の整理等に関する法律（令和４年法律第68号）並びにこの条例（以下これらを「刑法等一部改正法等」とい

う。）の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第１条

の規定による改正後の鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（以下「改正後議員報

酬条例」という。）第８条第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められ

ている罪につき起訴をされた者とみなす。 

４ 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪を犯した疑いによ

り逮捕された者は、改正後議員報酬条例第８条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定の適用については、

拘禁刑が定められている罪を犯した疑いにより逮捕された者とみなす。 
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鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年３月26日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第26号 

鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

鳥取県議会委員会条例（昭和31年鳥取県条例第32号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（常任委員会の名称、委員定数及び所管） 

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管

は、次のとおりとする。 

総務教育常任委員会 ９人 

令和の改新戦略本部、総務部、会計管理部、教

育委員会、監査委員及び人事委員会に関する事項

並びに他の常任委員会の所管に属しない事項 

福祉生活病院常任委員会 ９人 

福祉保健部、子ども家庭部、生活環境部及び病

院局に関する事項 

農林水産商工常任委員会 ９人 

商工労働部、農林水産部、企業局及び労働委員

会に関する事項 

地域県土警察常任委員会 ８人 

輝く鳥取創造本部、男女協働未来創造本部、危

機管理部、地域社会振興部、県土整備部及び警察

本部に関する事項 

（常任委員会の名称、委員定数及び所管） 

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管

は、次のとおりとする。 

総務教育常任委員会 ９人 

政策戦略本部、総務部、会計管理部、教育委員

会、監査委員及び人事委員会に関する事項並びに

他の常任委員会の所管に属しない事項 

福祉生活病院常任委員会 ９人 

福祉保健部、子ども家庭部、生活環境部及び病

院局に関する事項 

農林水産商工常任委員会 ９人 

商工労働部、農林水産部、企業局及び労働委員

会に関する事項 

地域県土警察常任委員会 ８人 

輝く鳥取創造本部、危機管理部、地域社会振興

部、県土整備部及び警察本部に関する事項 

 

  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に常任委員会に付議されて審査又は調査中の事件は、改正後の鳥取県議会委員会条例

の規定によりその事件を所管する常任委員会に付議されているものとみなす。 
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鳥取県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

  令和７年３月26日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第27号 

鳥取県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例の一部を改

正する条例 

 

鳥取県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例（平成９年鳥取県

条例第26号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（議員の定数） 

第２条 鳥取県議会議員の定数は、33人とする。 

 

（議員の定数） 

第２条 鳥取県議会議員の定数は、35人とする。 

（選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の

数） 

第３条 鳥取県議会議員の選挙区及び各選挙区にお

いて選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。 

選挙区 選挙すべき

議員の数 名称 区域 

鳥取市

選挙区 

鳥取市の区域 11人 

米子市

選挙区 

米子市の区域 ８人 

倉吉市

選挙区 

倉吉市の区域 ３人 

境港市

選挙区 

境港市の区域 ２人 

岩美郡

選挙区 

岩美郡岩美町の区域 １人 

八頭郡

選挙区 

八頭郡若桜町、智頭町

及び八頭町の区域 

２人 

東伯郡

選挙区 

東伯郡三朝町、湯梨浜

町、琴浦町及び北栄町

の区域 

３人 

西伯郡

選挙区 

西伯郡日吉津村、大山

町、南部町及び伯耆町

の区域 

２人 

日野郡

選挙区 

日野郡日南町、日野町

及び江府町の区域 

１人 

 

（選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の

数） 

第３条 鳥取県議会議員の選挙区及び各選挙区にお

いて選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。 

選挙区 選挙すべき

議員の数 名称 区域 

鳥取市

選挙区 

鳥取市の区域 12人 

米子市

選挙区 

米子市の区域 ９人 

倉吉市

選挙区 

倉吉市の区域 ３人 

境港市

選挙区 

境港市の区域 ２人 

岩美郡

選挙区 

岩美郡岩美町の区域 １人 

八頭郡

選挙区 

八頭郡若桜町、智頭町

及び八頭町の区域 

２人 

東伯郡

選挙区 

東伯郡三朝町、湯梨浜

町、琴浦町及び北栄町

の区域 

３人 

西伯郡

選挙区 

西伯郡日吉津村、大山

町、南部町及び伯耆町

の区域 

２人 

日野郡

選挙区 

日野郡日南町、日野町

及び江府町の区域 

１人 

 

  

附 則 

 この条例は、次の一般選挙から施行する。 



  令和７年３月 26 日 水曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 29 号   

- 9 - 

鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年３月26日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第28号 

鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 
 鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（平成19年鳥取県条例第47号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（議員報酬の支給制限） 

第３条 議会の議員が、一の定例会の開会の日から

当該定例会の閉会の日までの間に開かれる会議及

び委員会（常任委員会、議会運営委員会及び特別

委員会をいう。以下同じ。）の全てを欠席したと

きは、当該定例会の閉会の日の属する月（以下こ

の項において「閉会月」という。）の翌月から同

日後に開催される定例会若しくは臨時会における

会議又は委員会（以下「本会議等」という。）の

いずれかに最初に出席した日の属する月（閉会月

と同一月であるときは、その翌月）までの議員報

酬は、支給しない。ただし、次に掲げる場合は、

この限りでない。 

(１)～(３) 略 

(４) 育児、介護又は看護のために欠席したと

き。 

(５) 略 

２ 略 

（議員報酬の支給制限） 

第２条の２ 議会の議員が、一の定例会の開会の日

から当該定例会の閉会の日までの間に開かれる会

議及び委員会（常任委員会、議会運営委員会及び

特別委員会をいう。以下同じ。）の全てを欠席し

たときは、当該定例会の閉会の日の属する月（以

下この項において「閉会月」という。）の翌月か

ら同日後に開催される定例会若しくは臨時会にお

ける会議又は委員会（以下「本会議等」とい

う。）のいずれかに最初に出席した日の属する月

（閉会月と同一月であるときは、その翌月）まで

の議員報酬は、支給しない。ただし、次に掲げる

場合は、この限りでない。 

(１)～(３) 略 

(４) 育児又は介護のために欠席したとき。 

 

(５) 略 

２ 略 

 

第４条 略 

 

（期末手当） 

第５条 略 

 

第２条の３ 略 

 

（期末手当） 

第３条 略 

 

（期末手当の支給制限） 

第６条 略 

２ 前条第２項の規定にかかわらず、対象期間中に

第３条第１項若しくは第２項又は第４条第３項の

規定により議員報酬を支給されなかった月がある

場合の期末手当の額は、前項の規定に該当する場

合を除き、前条第２項の規定により算定された額

に対象期間中の議員報酬が支給された月数を対象

期間における在職期間の月数で除して得た数を乗

じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたと

（期末手当の支給制限） 

第３条の２ 略 

２ 前条第２項の規定にかかわらず、対象期間中に

第２条の２第１項若しくは第２項又は第２条の３

第３項の規定により議員報酬を支給されなかった

月がある場合の期末手当の額は、前項の規定に該

当する場合を除き、前条第２項の規定により算定

された額に対象期間中の議員報酬が支給された月

数を対象期間における在職期間の月数で除して得

た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を
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きは、これを切り捨てた額）とする。 

 

生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

 

第７条 期末手当のうち、第５条第２項の規定によ

り算定された額に対象期間中の第４条第１項の規

定により議員報酬の支給を停止された月（支給を

停止されるべきであった月分の議員報酬で既に支

給を受けたものがあるときは、当該月を含む。）

数を対象期間における在職期間の月数で除して得

た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を

生じたときは、これを切り捨てた額）に相当する

部分は、その支給を停止する。この場合におい

て、支給を停止されるべきであった部分の期末手

当で既に支給を受けたものがあるときは、当該議

員は、これを速やかに返納しなければならない。 

 

２ 第４条第２項の規定は、前項の規定による期末

手当の支給停止の解除について準用する。 

 

第３条の３ 期末手当のうち、第３条第２項の規定

により算定された額に対象期間中の第２条の３第

１項の規定により議員報酬の支給を停止された月

（支給を停止されるべきであった月分の議員報酬

で既に支給を受けたものがあるときは、当該月を

含む。）数を対象期間における在職期間の月数で

除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満

の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）に

相当する部分は、その支給を停止する。この場合

において、支給を停止されるべきであった部分の

期末手当で既に支給を受けたものがあるときは、

当該議員は、これを速やかに返納しなければなら

ない。 

２ 第２条の３第２項の規定は、前項の規定による

期末手当の支給停止の解除について準用する。 

 

第８条 略 

２ 略 

３ 第５条第１項の規定にかかわらず、支給日に期

末手当を支給することとされていた議員で当該支

給日の前日までの間に退職等となったものが、次

の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当

該各号に定める期末手当は、支給しない。 

(１)・(２) 略 

 

第３条の４ 略 

２ 略 

３ 第３条第１項の規定にかかわらず、支給日に期

末手当を支給することとされていた議員で当該支

給日の前日までの間に退職等となったものが、次

の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当

該各号に定める期末手当は、支給しない。 

(１)・(２) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（費用弁償） 

第９条 略 

（議会による検討） 

第４条 議会又はその議員が行う議員報酬等の額そ

の他の議員報酬等に関する制度の改正の必要性の

検討について必要な事項は、議会が別に定める。 

 

（議員報酬等の支給） 

第５条 第２条から前条までに定めるもののほか、

議員報酬等の支給に関し必要な事項は、議長が別

に定める。 

 

（費用弁償） 

第６条 略 

 

（旅費の支給） 

第10条 略 

 

（旅費） 

第７条 略 

２ 議会の議員に支給する旅費の額は、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

ただし、前項第２号及び第３号の旅行について
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は、第１号に定める鉄道賃、第４号に定める車賃

及び第６号に定める宿泊料の額の合計額とする。 

(１) 鉄道賃 現に支払った旅客運賃及び急行料

金、特別車両料金並びに座席指定料金による額 

(２) 船賃 旅客運賃（旅客運賃の等級を３階級

に区分する船舶又は旅客運賃の等級を２階級に

区分する船舶による旅行の場合には、上級の旅

客運賃）、寝台料金、特別船室料金及び座席指

定料金による額 

(３) 航空賃 現に支払った旅客運賃による額 

(４) 車賃 現に支払った旅客運賃による額（自

家用自動車を利用した場合にあっては、１キロ

メートル当たり25円により算定した額） 

(５) 日当 次に掲げる旅行１日につき3,000円 

ア 県内以外の地域における旅行で、当該旅行

中の夜数（県内の地域におけるものを除

く。）が１以上であるもの 

イ １日の旅行（県内以外の地域における旅行

を含むものに限る。）で、用務終了後帰着す

る時刻が午後９時以降になるもの（アに掲げ

る旅行を除く。） 

(６) 宿泊料 次に掲げる宿泊先の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

ア 東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都

市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費支給

規程（昭和25年大蔵省令第45号）第14条で定

める地域並びにこれらに準ずる地域で同令第

15条で定めるもの １夜につき14,800円 

イ 鳥取県の区域内 １夜につき11,700円 

ウ ア及びイに掲げる地域以外の地域 １夜に

つき13,300円 

(７) 食卓料 １夜につき3,000円 

(８) 外国旅行の旅費 国家公務員の外国旅行の

旅費（国家公務員等の旅費に関する法律（昭和

25年法律第114号）第６条第12項に規定する支度

料及び同条第16項に定める旅行手当を除く。）

の例による額 

２ 議会の議員が次の各号のいずれかに該当する場

合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給

する。 

(１) 議会の議員が公務のための内国旅行（本邦

（本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属

する島の存する領域をいう。以下同じ。）にお

ける旅行をいう。以下同じ。）中に退職等と 

なった場合（当該退職等に伴う旅行を必要とし
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ない場合を除く。) 当該議員 

(２) 議会の議員が公務のための内国旅行中に死

亡した場合 当該議員の遺族（議会の議員の配

偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並

びに議会の議員の死亡当時議会の議員と生計を

一にしていた他の親族をいう。以下同じ。） 

(３) 議会の議員が公務のための外国旅行（本邦

と外国（本邦以外の領域（公海を含む。）をい

う。以下同じ。）との間における旅行及び外国

における旅行をいう。以下同じ。）中に退職等

となった場合（当該退職等に伴う旅行を必要と

しない場合を除く。） 当該議員 

(４) 議会の議員が公務のための外国旅行中に死

亡した場合 当該議員の遺族 

３ 前２項の規定により旅費の支給を受けることが

できる者が、次条第３項の規定により旅行命令の

変更（取消しを含む。以下同じ。）を受け、又は

死亡した場合その他議長が定める場合には、当該

旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失

となる金額又は支出を要する金額で議長が定める

ものを旅費として支給することができる。 

４ 第１項又は第２項の規定により旅費の支給を受

けることができる者が、旅行中交通機関の事故又

は天災その他の当該者の責めに帰することができ

ない事情により概算払を受けた旅費額（概算払を

受けなかった場合には、概算払を受けることがで

きた旅費額に相当する金額）の全部又は一部を喪

失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で

議長が定める金額を旅費として支給することがで

きる。 

 

 

（旅行命令） 

第11条 前条第１項第１号の旅行（以下「公務旅

行」という。）は、議長の発する旅行命令によっ

て行われなければならない。 

２ 議長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡

手段によっては公務の円滑な遂行を図ることがで

きない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能で

ある場合に限り、旅行命令を発することができ

る。 

３ 議長は、既に発した旅行命令の変更をする必要

があると認める場合で、前項の規定に該当する場

合には、自ら又は次条第１項若しくは第２項の規
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定による旅行者の申請に基づき、その変更をする

ことができる。 

４ 議長は、旅行命令を発し、又はその変更をする

には、旅行命令簿に議長が定める事項の記載を

し、当該事項を当該旅行者に通知してしなければ

ならない。ただし、旅行命令簿に当該事項の記載

をするいとまがない場合には、この限りでない。 

５ 前項ただし書の規定により旅行命令簿に記載を

しなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命

令簿に前項に定める事項の記載をしなければなら

ない。 

 

（旅行命令に従わない旅行） 

第12条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他や

むを得ない事情により旅行命令（前条第３項の規

定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この

条において同じ。）に従って旅行することができ

ない場合には、あらかじめ議長に旅行命令の変更

の申請をしなければならない。 

２ 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の

申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従

わないで旅行した後、できるだけ速やかに議長に

旅行命令の変更の申請をしなければならない。 

３ 旅行者が、前２項の規定による旅行命令の変更

の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認め

られなかった場合において、旅行命令に従わない

で旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に

従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受け

ることができる。 

 

 

（旅費の種目） 

第13条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、そ

の他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、

渡航雑費及び死亡手当とする。 

２ 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和61年法律第

92号）第２条第１項に規定する鉄道事業の用に供

する鉄道、軌道法（大正10年法律第76号）第１条

第１項に規定する軌道及びこれらに類するもの並

びに外国におけるこれらに相当するものをいう。

以下同じ。）を利用する移動に要する費用とす

る。 

３ 船賃は、船舶（海上運送法（昭和24年法律第187

号）第２条第２項に規定する船舶運航事業の用に

供する船舶及びこれに類するもの並びに外国にお

けるこれらに相当するものをいう。以下同じ。）
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を利用する移動に要する費用とする。 

４ 航空賃は、航空機（航空法（昭和27年法律第231

号）第２条第18項に規定する航空運送事業の用に

供する航空機及びこれに類するもの並びに外国に

おけるこれらに相当するものをいう。以下同

じ。）を利用する移動に要する費用とする。 

５ その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外

を利用する移動に要する費用とする。 

６ 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とする。 

７ 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対

価として支払われる費用とする。 

８ 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に

充てるための費用とする。 

９ 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とする。 

10 死亡手当は、議会の議員の外国における死亡

（第10条第２項第４号に規定する場合に限る。）

に伴う諸雑費に充てるための費用とする。 

 

（旅費の計算） 

第14条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するため

のものとして最も経済的な通常の経路及び方法に

より旅行した場合によって計算する。ただし、公

務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によ

り最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行

しがたい場合には、その現によった経路及び方法

によって計算する。 

 

 

（鉄道賃） 

第15条 鉄道賃の額は、次に掲げる費用（第２号か

ら第６号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運

賃に加えて別に支払うものであって、公務のため

特に必要とするものに限る。）の額の合計額とす

る。 

(１) 運賃 

(２) 急行料金 

(３) 寝台料金 

(４) 座席指定料金 

(５) 特別車両料金 

(６) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の

等級が区分された鉄道により移動するときは最上

級の運賃の額とする。 

 

 

（船賃） 

第16条 船賃の額は、次に掲げる費用（第２号から
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第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃

に加えて別に支払うものであって、公務のため特

に必要とするものに限る。）の額の合計額とす

る。 

(１) 運賃 

(２) 寝台料金 

(３) 座席指定料金 

(４) 特別船室料金 

(５) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の

等級が区分された船舶により移動するときは最上

級の運賃の額とする。 

 

（航空賃） 

第17条 航空賃の額は、次に掲げる費用（第２号及

び第３号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に

加えて別に支払うものであって、公務のため特に

必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

(１) 運賃 

(２) 座席指定料金 

(３) 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 内国旅行における前項第１号に掲げる運賃の額

の上限は、運賃の等級が区分された航空機により

移動するときは最下級の運賃の額とする。 

３ 外国旅行における第１項第１号に掲げる運賃の

額の上限は、公務上の必要性、旅行に伴う身体へ

の負担等を勘案して議長が別に定める額とする。 

 

 

（その他の交通費） 

第18条 その他の交通費の額は、次に掲げる費用

（第２号から第６号までに掲げる費用は、公務の

ため特に必要とするものに限る。）の額の合計額

とする。 

(１) 道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条

第１号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業

（路線を定めて定期に運航する自動車により乗

合旅客の運送を行うものに限る。）の用に供す

る自動車（外国におけるこれに相当するものを

含む。）を利用する移動に要する運賃 

(２) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗

用旅客自動車運送事業の用に供する自動車（外

国におけるこれに相当するものを含む。）その

他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する

自動車を除く。）を利用する移動に要する運賃 

(３) 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、
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道路運送法第80条第１項の許可を受けて業とし

て有償で貸し渡す自家用自動車（外国における

これに相当するものを含む。）の賃料その他の

移動に直接要する費用 

(４) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

(５) 議長が私有自動車等（道路交通法（昭和35

年法律第105号）第２条第１項第９号に規定する

自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転

車（公用のものを除く。）で議会の議員が使用

するものをいう。以下この号において同じ。）

により移動する必要があると認めた旅行におけ

る私有自動車等を利用する移動１キロメートル

につき25円 

(６) 有料の道路又は有料の駐車場の利用に要す

る費用 

 

（宿泊費） 

第19条 宿泊費の額は、地域の実情を勘案して議長

が定める額（以下「宿泊費基準額」という。）と

する。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合

として議長が定める場合は、当該宿泊に要する費

用の額とする。 

 

 

（包括宿泊費） 

第20条 包括宿泊費の額は、移動に係る第15条から

第18条までの規定による額及び宿泊に係る宿泊費

基準額の合計額とする。 

 

 

（宿泊手当） 

第21条 宿泊手当の額は、通常要する費用の額を勘

案して議長が定める一夜当たりの定額とする。 

２ 宿泊手当の額は、第19条又は前条の規定により

支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各

号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定に

かかわらず、当該各号に掲げる額とする。 

(１) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当

するものが含まれる場合 前項に定める定額の

３分の２の額 

(２) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが

含まれる場合 前項に定める定額の３分の１の

額 

３ 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、当該

移動の到着地に応じ、第１項に定める額とする。

ただし、当該移動に係る第15条から第18条までの

規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又は
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その他の交通費（包括宿泊費のうちこれらに相当

するものを含む。）に食費に相当するものが含ま

れる場合は、当該額の３分の１の額とする。 

４ 旅行者が、旅行中自宅（住所又は居所若しくは

これに相当する場所をいう。）に宿泊する場合

は、前３項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給

しない。 

 

（渡航雑費） 

第22条 渡航雑費の額は、国家公務員の外国旅行の

旅費の例による額とする。 

 

 

（死亡手当） 

第23条 死亡手当の額は、国家公務員の外国旅行の

旅費の例による額とする。 

 

  

（退職者等の旅費） 

第24条 第10条第２項第１号又は第３号の規定によ

り支給する旅費は、退職等の日の翌日から３月以

内における当該退職等に伴う旅行について、次の

各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める旅

費とする。 

(１) 第10条第２項第１号の規定により支給する

旅費 内国旅行の例に準じ、議会の議員として

退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するも

のとして計算した旅費 

(２) 第10条第２項第３号の規定により支給する

旅費 外国旅行の例に準じ、議会の議員として

旅行先の地から本邦内の地に旅行するものとし

て計算した旅費 

２ 議長は、天災その他やむを得ない事情がある場

合には、前項に規定する期間を延長することがで

きる。 

 

 

（遺族の旅費） 

第25条 第10条第２項第２号又は第４号の規定によ

り支給する旅費は、死亡手当のほか、次の各号に

掲げる区分に応じて、当該各号に定める旅費とす

る。 

(１) 第10条第２項第２号の規定により支給する

旅費 内国旅行の例に準じ、議会の議員が遺族

の居住地（外国在住の遺族の場合には、本邦に

おける外国からの到着地）と死亡地との間を往

復するものとして計算した旅費 

(２) 第10条第２項第４号の規定により支給する
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旅費 外国旅行の例に準じ、議会の議員が遺族

の居住地と死亡地との間を往復するものとして

計算した旅費 

２ 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位

は、第10条第２項に規定する順序により、同順位

者がある場合には、年長者を先にする。 

 

（旅費の支給額の上限） 

第26条 この条例の規定に基づく旅費の支給におい

て、次の各号に掲げる種目の旅費の支給額は、そ

れぞれに定める額を合計した額とする。 

(１) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費

（第18条第５号に掲げる費用に係るものを除

く。） 第15条第１項各号、第16条第１項各

号、第17条第１項各号並びに第18条第１号から

第４号まで及び第６号に掲げる各費用につい

て、当該各条及び第14条の規定により計算した

額と現に支払った額を比較し、当該各費用のい

ずれか少ない額を合計した額 

(２) 宿泊費、包括宿泊費及び渡航雑費 当該各

種目について、第14条、第19条、第20条及び第

22条の規定により計算した額と現に支払った額

を比較し、当該各種目のいずれか少ない額を合

計した額 

 

（旅費の調整） 

第27条 略 

 

（旅費の調整） 

第８条 略 

 

（旅費の返納） 

第28条 旅費の支出又は支払をする者（以下「支出

担当職員等」という。）は、旅行者がこの条例の

規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当

該旅費を返納させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給

を受けた場合には、支出担当職員等は、前項に規

定する返納に代えて、当該支出担当職員等がその

後においてその者に対し支出し、又は支払う議員

報酬又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額

を差し引くことができる。 

 

 

（旅費の請求手続） 

第29条 旅費の請求手続は、議長が別に定めるとこ

ろによる。 
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（その他の費用弁償） 

第30条 第９条第２号の費用は、議会の議員が職務

を行うため要したと議長が認める費用について、

現に支払った額を弁償するものとする。 

 

（その他の費用弁償） 

第９条 旅費のほか、議会の議員が職務を行うため

要した費用については、現に支払った額を弁償す

るものとする。 

 

 （費用弁償の支給） 

第10条 前４条に定めるもののほか、費用弁償の支

給に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

 

（委任） 

第31条 略 

（委任） 

第11条 略 

  

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の鳥取県議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（以下「改正後条例」という。）

の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に旅行命令を発する旅行について適用し、施

行日前に旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令を発し、か 

つ、施行日以後に当該旅行命令を変更する旅行については、改正後条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の

日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、

なお従前の例による。 

３ 改正後条例第10条第３項及び第４項の規定は、これらの項に規定する者が同条第１項及び第２項の規定によ

り旅費の支給を受けることができる場合について適用する。 

４ 改正後条例第28条の規定は、改正後条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。 
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鳥取県議会個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年３月26日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第29号 

鳥取県議会個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 
鳥取県議会個人情報保護条例（令和４年鳥取県条例第37号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（定義） 

第２条 略 

２～９ 略 

10 この条例において「特定個人情報」とは、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下

「番号利用法」という。）第２条第９項に規定す

る特定個人情報をいう。 

11～14 略 

 

（定義） 

第２条 略 

２～９ 略 

10 この条例において「特定個人情報」とは、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下

「番号利用法」という。）第２条第８項に規定す

る特定個人情報をいう。 

11～14 略 

 

（利用及び提供の制限） 

第12条 略 

２～４ 略 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号か

ら第４号までの規定は適用しないものとし、次の

表の左欄に掲げる規定の適用については、これら

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄

に掲げる字句とする。 

 略 

第39条

第１項

第１号 

又 は 第

12 条 第

１ 項 及

び 第 ２

項 の 規

定 に 違

反 し て

利 用 さ

れ て い

るとき 

第12条第５項の規定により

読み替えて適用する同条第

１項及び第２項（第１号に

係る部分に限る。）の規定

に違反して利用されている

とき、番号利用法第20条の

規定に違反して収集され、

若しくは保管されていると

き、又は番号利用法第29条

の規定に違反して作成され

た特定個人情報ファイル

（番号利用法第２条第10項

に規定する特定個人情報

ファイルをいう。）に記録

されているとき 

 略 
 

（利用及び提供の制限） 

第12条 略 

２～４ 略 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号か

ら第４号まで及び第30条の規定は適用しないもの

とし、次の表の左欄に掲げる規定の適用について

は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、

同表の右欄に掲げる字句とする。 

 略 

第39条

第１項

第１号 

又 は 第

12 条 第

１ 項 及

び 第 ２

項 の 規

定 に 違

反 し て

利 用 さ

れ て い

るとき 

第12条第５項の規定により

読み替えて適用する同条第

１項及び第２項（第１号に

係る部分に限る。）の規定

に違反して利用されている

とき、番号利用法第20条の

規定に違反して収集され、

若しくは保管されていると

き、又は番号利用法第29条

の規定に違反して作成され

た特定個人情報ファイル

（番号利用法第２条第９項

に規定する特定個人情報

ファイルをいう。）に記録

されているとき 

 略 
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（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第17条 略 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルに

ついては、適用しない。 

(１) 次に掲げる個人情報ファイル 

ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職

員若しくは職員であった者に係る個人情報

ファイルであって、専らその人事、議員報

酬、給与若しくは報酬若しくは福利厚生に関

する事項又はこれらに準ずる事項を記録する

もの（議長が行う職員の採用試験に関する個

人情報ファイルを含む。） 

イ～キ 略 

(２)・(３) 略 

３ 略 

 

 

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第17条 略 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルに

ついては、適用しない。 

(１) 次に掲げる個人情報ファイル 

ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職

員若しくは職員であった者に係る個人情報

ファイルであって、専らその人事、議員報

酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項そ

の他これらに準ずる事項を記録するもの（議

長が行う職員の採用試験に関する個人情報

ファイルを含む。） 

イ～キ 略 

(２)・(３) 略 

３ 略 

 

（開示請求権） 

第19条 何人も、この条例の定めるところにより、

議長に対し、自己を本人とする保有個人情報の開

示を請求することができる。 

２ 略 

 

（開示請求権） 

第19条 何人も、この条例の定めるところにより、

議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保

有個人情報の開示を請求することができる。 

２ 略 

 

（開示請求等をしようとする者に対する情報の提供

等） 

第50条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止

請求（以下「開示請求等」という。）をしようと

する者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をす

ることができるよう、保有個人情報の特定に資す

る情報の提供その他開示請求等をしようとする者

の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとす

る。 

（開示請求等をしようとする者に対する情報の提供

等） 

第50条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止

請求（以下「開示請求等」という。）をしようと

する者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をす

ることができるよう、保有個人情報の特定その他

開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適

切な措置を講ずるものとする。 

  

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第12条第５項の改正規定（同項の表の改正規定を除

く。）、第17条第２項の改正規定、第19条第１項の改正規定及び第50条の改正規定は、公布の日から施行する。 

 


